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○基本的に、計画をベースとして、 

所定の配分戸数等（現実的には 

その一部）について整備を実施。 
 

○この際、予め仙台市・宮城県間

で協議等のすり合わせをし、 

相互の状況を共有【ルール化】。 
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○想定される災害の規模・態様に

応じた県内の配分方法等を調

整し、地域防災計画等に明記。 

 

（被害想定に応じた想定「配分戸

数又は割合」の設定も検討） 
 

⇒発災後の混乱軽減に効果。 

 

○仙台市・事業者団体間で協定を

締結、必要な事前対策を実施。 

 

県内自治体の被害状況を踏まえ

た整備需要の集約、配分、発注等。 
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